
令和３年１１月２５日 

文 化 庁 著 作 権 課 

 

 

 

著作権法第９３条の３第１項、第９４条の３第１項及び第９６条の３第１項に 
規定する円滑な許諾のために必要な情報であって文化庁長官が定めるもの及び 
文化庁長官が定める方法（文化庁告示）（案）に関する意見募集の結果について 

 

 

標記のパブリックコメント募集について、令和３年１０月４日から令和３年１１月３

日までの期間、電子メール・郵便・ファックスを通じて、広く国民の皆様から御意見の

募集を行いましたところ、本件に係る御意見を８件いただきました。 

 いただいた御意見の概要及びそれに対する文化庁の考え方は別紙のとおりです。な

お、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。 

貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 



（別 紙） 

分野 主な御意見の概要 御意見に対する考え方 

１．新法第 93 条の３

第１項の「文化庁長官

が定める情報」につい

て 

賛成する。適切な情報が定めら

れていると考える。 
 

賛成の御意見として承りまし

た。 

２．新法第 93 条の３

第１項の「文化庁長官

が定める方法」につい

て  

 

適当と考える。 賛成の御意見として承りまし

た。 

賛成する。なお、各法人のウェブ

サイト上での公表はトップペー

ジ等の見やすい箇所に公表をし

ていただくこと、また安心して

アクセスできるように公表され

るウェブサイトのセキュリティ

を万全としていただくことにつ

いて、周知を図っていただくこ

とを希望する。 

御指摘を踏まえ、対応を検討し

てまいります。 

 

３.新法第 94 条の３

第１項及び第 96 条の

３第１項の「文化庁長

官が定める情報」につ

いて 

適当と考える。 

賛成の御意見として承りまし

た。 

４．新法第 94 条の３

第１項及び第 96 条の

３第１項の「文化庁長

官が定める方法」につ

いて 

適当と考える。 賛成の御意見として承りまし

た。 

一般社団法人音楽情報プラット

フォーム協議会のウェブサイト

（以下、音楽権利情報検索ナビ）

で公表する方法が定められてい

るが、音楽権利情報検索ナビに

ついては、情報が多く使いやす

い一方で、集中管理の対象かど

うかの情報が不足していたり、

管理事業者のデータベースの情

報と一致しなかったりする場合

がある。円滑な許諾のために必

御意見として承りました。 



要な情報を公表する方法として

は、より高い網羅性と正確性が

求められるところであり、デー

タベースのさらなる整備に期待

する。 

 ※その他、本意見募集の内容と直接関係のない御意見が４件ありました。 


